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のとする 

３ 仮配管表示テープ（反射式トラテープ） 

(1)適用範囲 

仮配管の露出部及び道路敷に面した仮給水装置の立上り部等には、保安上の措置とし表

示テープを貼付するものとする。 

 

②　通行者側からみて前面斜上部とする。（１～２時又は１０時～１１時方向）

（２）　テープの仕様

巾45mm× 10ｍ（１巻）

90mm90mm

45mm
45°

黒 黄 黄黒

（３）貼付方法

①　適用範囲の仮配管の全線について行う

反射式テープ

道路側 民地側

 

反射式トラテープ巾 45mm×10ｍ(1 巻) 
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１４．工事完成図作成要領 
 

１ 目 的 

 この要領は、水道管布設工事の受注者が、企業団に提出する工事完成図（以下「完成図」

という。）について、その作成に係る基本事項を定めることを目的とする。 

２ 適用範囲 

(1) 水道管布設工事等のすべての完成図に適用するものとする。 

(2) 作図一般、記号、線の一般的用法、その他この要領に定めのないものは、JIS Z 8310

～18、土木学会「土木製図基準」及びその他関係規格・規定によるものとする。 

(3) この要領は、完成図を電子化することを前提に規定するものである。 

３ 図面の大きさ及び紙質 

(1) 図面の大きさは、原則として JIS の A 版とし、工事毎に統一すること。 

(2) 図面は、良質紙を使用すること。 

(3) 路線平面図、縦断面図等で規定図面の大きさで作図できない場合には、分割して作

成すること。 

(4) 原則として、同一工事で場所が２箇所以上を含む場合は、それぞれ１か所毎に１葉

ずつ分けて作成すること。 

４ 製図の文字及び線 

(1) 製図は墨入れ、鉛筆書き、CAD 等により行うこと。 

(2) 鉛筆書きの場合、文字及び線の表示は濃度を一定とし、かすれ、太さの不整等のな

いように書くこと。 

(3) 文字（数字を含む）記号の最小寸法は A2 版で 3 ㎜角、A1 版以上は 4 ㎜角を最小と

すること。 

表―1 図面の大きさ 

規格 A０ A１ A２ A３ 

寸法（㎜） 841×1、189 594×841 420×594 297×420 

(4) 文字は、楷書で明確に書き、数字は３桁毎に間隔をあけて書くこと。 

(5) 寸法及び単位は、原則として「㎜」表示とすること。ただし、これにより難い場合

は、図面毎に、又はその都度、単位記号を表示すること 

(6) 管布設延長は、原則として「ｍ」単位とし、小数点以下２位を四捨五入して１位ま

でとする。 

５ 縮 尺 

(1) 縮尺は、原則として、次のとおりとする。 

① 案内図(位置図)・管網図   1：2、500～5、000 

（工事場所が確認できないものは 1／10、000 とし、配水本管については１／25、

000 とすることができる。） 

② 平面図           1：500 
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③ 縦断面図          縦 1：100、横 1：500 

④ 詳細図、断面図、オフセット図  1：30、1：50、1：100、1：200 

     （オフセット図については、記入できないものは、フリースケールとすることがで

きる。） 

(2)  縮尺は、標題欄の該当箇所に記入すること。又、同一図面に異なる縮尺を用いる

場合は、図毎にその縮尺を記入すること｡ 

６ 記載事項 

(1) 標 題 

標題の様式は、図－１のとおりとし、その位置は、設計図の右下に右辺及び下辺は

縁取りに付け、また、縁取りは 12mm 程度用紙の端から離すこと。 

占用許可番号欄は、標題上部に記載し、図葉が複数の場合は、最初の図にのみに記

載すること。 

(2) 案内図（位置図） 

① 工事路線の所在地を示すもので、町名、番地、目標となる著名な建物、国県道

の路線名及び配管網が明確に表示されるような図面とすること。 

② 平面図が2葉以上に分かれる場合は、案内図に当該平面図番号を記入すること。 

③ 図面が 2 葉以上に分かれる場合は、最初の図面に目次を書き入れること。 

(3) 平面図 

① 方位、縮尺を表示すること。 

② 直線部については、横断図のある場合を除き、地形のほか、管の種類、口径、

延長及び異形管、弁、栓類の位置並びに管埋設位置（官民境界からの距離、土被

り）を概ね 50m 間隔で表示し、小角度振込等により湾曲している配管部について

は、可能な限り表示するものとし、少なくとも２０mに 1か所以上表示すること。

又、撤去がある場合は、撤去管の管種、口径、延長を表示すること。 

（記入方法） 

イ 官民境界からの平面距離 

･矢印の引出線の上に数値を記入し、数値の頭に［H］の符号を付すること。 

･実測単位はメートルとし、小数点以下２位を四捨五入し１位までとすること。 

ロ 埋設深度（土被り） 

･矢印の引出線の下に数値を記入し、数値の左側頭に［D］の符号を付すること。 

･縦断図のある場合は、省略することができる。 

ハ 記入場所 

･引出線の記入場所は、道路のコーナー、家屋塀の端の延長線上とすること。 

③ 道路には、国道、県道、市道等の区別、境界を記入すること。 

④ 河川には、その名称、流れ方向、河川敷の明示、その他必要事項を併せて記入

すること。 

⑤ その他、配管路線内の地下埋設物の表函類（鉄蓋、マンホール等）の位置を記

入すること。 
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(4) 縦断面図 

①  φ400mm 以上の配水管を布設する場合には、縦断面図を作成すること。 

②  縦断面図の表示位置は、原則として平面図と同一図面とし、起点を左側に置き、

下から測点番号、短距離、追加距離、管天端高、土被り、施工基面高、切土、盛

土、勾配の順に表示すること。 

(5) 横断面図 

①  起点を左側に置き、順次下方に各測点及び断面の急変する点について、測点番

号、地下埋設物、水道管埋設位置、切土、盛土、断面積等を記入すること｡ 

(6) 断面図 

① 構造物、管布設工、舗装復旧工、基礎工等を表示すること。 

(7) 詳細図 

① 配管詳細図 

イ 配管の全体的構造が、わかるように表示すること。 

ロ 配水管布設延長は、実測延長を記入し、平面延長は（ ）書きで記入するこ

と。 

ハ 異形管、仕切弁等の付属施設がある場合は、その間の各延長も併せて記入す

ること。 

ニ 直管本数を記入すること。 

ホ 異形管、付属施設の形状･寸法を記入すること。 

ヘ 切管の形状寸法を記入すること。 

② 構造物詳細図 

イ 標準図集に掲載されていない、仕切弁室、空気弁室、排泥施設図、防護図を

表示すること。 

③ 仮設物詳細図 

イ 標準図集に掲載されていない、土留、その他の仮設物を表示をすること。 

(8) 配筋図 

① 構造物の配筋（口径、種類）を表示すること。 

② 鉄筋加工表も必要に応じて表示すること。 

(9) 側面図 

① 伏越工、添架工、さや管推進工、軌道下横断、水管橋等は、管構造物の位置、

形、質、寸法等を表示すること。 

(10)オフセット図 

① 仕切弁（捨てバルブを含む。）、消火栓、空気弁、分岐箇所、栓設置箇所、コンク

リート防護箇所、電気防食ターミナル設置箇所、工事始点、工事終点、管種変更箇

所、給水装置取出箇所のオフセットを取る場合の引照点は、原則として３箇所以上

を選定すること。 

② オフセットの測量方法は次のとおりとし、図―２を参考とすること。 

イ 引照点は、なるべく永久構造物（地先境界の角、地先境界の定点、下水マン
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        ＤIP－ＧＸ       〃    （ＧＸ形） 

ＭＣＩＰ     鋳鉄管（無ライニング） 

        ＡＣＰ      石綿セメント管 

        ＳＡＣＰ        〃   （鋼板巻込み） 

        ＰＰＬＰ     プレハブプラスチックライニング鋼管 

        ＳＰ       鋼管(塗覆装鋼管) 

        ＮＣＰ      ナイロンコート被覆鋼管 

        ＰＣＰ      ポリエチレン被覆鋼管 

ＳＳＰ      ステンレス鋼鋼管 
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(４)各種記号

Dr

Dr

　　　　　　　（容量）

(管外径)

Ｐ

Ａ

Ｈ

Ｈ

Ｈ地下式双口消火栓 災害用地下タンク

さや管（管種） 防火水槽補給弁

地上式双口消火栓 管路末端（栓，ｷｬｯﾌﾟ）

地下式単口消火栓 高架水槽Ｈ

ストップバルブ
スルースバルブ

伸縮可とう管

地上式単口消火栓 片落管

甲止水栓 量水器（口径）

丙止水栓 割丁字管

(口径)

×

空気弁（双口） 防火水槽（地下式）

減圧弁 電気防食用装置

Ａ

減

(口径)

バタフライ弁 受水槽

空気弁（単口） 防火水槽（地上式）

B

(口径)

ソフトシール仕切弁

普通仕切弁

排水施設
ドレン管

加圧ポンプ

ss

(口径)

(口径)

補

Ｗ

Ｗ

（容量）

Ｅ

災

(容量) 

㎥ 

㎥ 

ソフトシール仕切弁 

H 

H 

A 
防 
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下

上(口径)

(口径)

(５)継手記号（配管詳細図用）

(６)異形管記号（配管詳細図用）

ダクタイル鋳鉄管 ＳⅡ形 ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形

ダクタイル鋳鉄管 ＧＸ形

曲管

離脱防止金具
特殊押輪

ゴム輪形硬質塩化ビニル管

㊦

㊤

配水用ポリエチレン管

ダクタイル鋳鉄管 Ｋ形 ダクタイル鋳鉄管 Ｔ形

継輪

溶接鋼管

丁字管

短管１号

十字管 短管２号

フランジ短管

上越し部
（ヒネリ配管）

上越し部

伏越し部
（ヒネリ配管）

㊤

㊦

管の交差

下越し部
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フランジＴ字管

受サシ片落管

(６）その他記号

電　柱

同一家屋

境界杭

サシ受片落管

 

 

 

 （７） 給水装置図（図３参照） 

    ① 給水切替番号分水栓のオフセットならびに本管口径、取出し口径、距離、管種

等を記入のこと。 

    ②給水切替一覧表を図面上に記載のこと。 
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名   称 

令和〇〇年度 竣工図 

山武郡市広域水道企業団 

12mm 
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φ７５仕切弁

下水人孔
古川ビル

電
柱

5.1

1
.
4

2
.
7

φ 75ＤＫＰ

φ
1
0
0
Ｄ

Ｋ
Ｐ

内 山

伊藤

増田
青柳

電
柱

下水人孔

9
.
4

9.
5

1
2
.
3

図ー２　オフセット標準図

Ｈ
V
P
φ

1
0
0

単口消火栓

6.
7

6.
8

      



 243

１

７

５

４

２

６

φ
150Ｄ

Ｋ
Ｐ

Ｈ
1.
0

Ｄ
1.
2

φ
10
0Ｄ

Ｋ
Ｐ

Ｈ
1
.
5

Ｄ
1
.2

凡例

図ー３　給水装置図

Ｈ

丙止水栓

甲止水栓
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１５．工事記録写真撮影要領 
１ 共通事項 

１ この要領は，企業団が請負により施工する各種工事の適正な管理のため，定めるものである。

これに定めのない事項については，千葉県土木工事施工管理基準(写真管理基準) 、千葉県企業

局水道工事施工管理基準（写真管理基準）に準じるほか、国土交通大臣官房庁営繕部監修「工

事写真の撮り方建築編及び建築設備編」によるものとする。 

２ 工事記録写真（以下｢工事写真｣という。）は，設計図書及び仕様書に基づき施工する各種工事

における，工程の確認と，工事完成後外部から明視できない箇所の確認，あるいは原形との比

較検討など，完成検査における重要な資料となるものであり，受注者は，その目的を明確に表

現するよう撮影しなければならない。 

３ 工事写真は，監督職員が指示した場合を除き，原則としてカラー撮影し，大きさは，サービ

ス版程度とするものとする。 

４ 工事写真は，A４版の工事写真帳に整理するものとし，原則として，工事完成時に監督職員

に１部提出するものとする。ただし，工事の途中であっても，監督職員が請求した場合には，

速やかに提出しなければならない。 

５ 工事写真の整理方法は，工事全体を把握できるよう，工種毎に工事過程(着手前，施工状況，

安全管理，使用材料，品質管理，出来形管理，完成等)を段階的，分類別に整理するものとする。 

６ 撮影必要箇所を撮り残した場合は，必ずその箇所を再現し，撮影しなければならない。 

７ 工事写真は，標尺その他を用い，目的物の寸法が判断できるようにし，下図のような説明事

項を記入した黒板を同時に撮影しなければならない。 

                       

               

 

 

 

※ 測点とは布設平面図 50m 間隔の点のことで，中間の位置を示す場合は，【№15+25m】の

ように記入する。また，設計寸法も記入し，構造物および電気，機械，計装設備の場合は，

どこの部分であるかを明記すること。 

工 事 名  

名   称  

測   点 
 
 
 
 
 

 

 

 
施 工 者 

 

7ｃｍ 

7ｃｍ 

No. 

40cm 

50cm 

15ｃｍ 
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８ 電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については、千葉県企業局電子納品運用ガイドラ

イン(案)に則った取り扱いとする。 

 

２ 撮影すべき主な標準事項 
１ 管布設（土木）工事 

(１) 工事着手前の現場状況 

① 工事完了後の状況が，原形と同等以上であるか，又は工事による被害申し立てに対し，

その状況が工事によるものであるか否かを判断する資料とするため，工事着手前の現場状

況は，入念に撮影しておくこと。 

② 掘削のため，原形がわからなくなるおそれのある道路(破損のある舗装道路や狭い道路

等)又は，工事による被害が予想される塀や家屋の壁，タイル，コンクリ－トたたきなど

は細心の注意をもって撮影しておくこと。 

③ 詳細な撮影を要しない部分は，標準間隔 50m で撮影し，これに道路横断箇所や分岐管

布設場所等を撮影すること。 

(２) 大規模な仮設工事および附帯工事の施工状況 

① 鋼矢板打込工，ウェルポイント工等仮設工事は，原則として，設計図書に基づき施工す

る場合は，５0m 間隔，設計変更により施工する場合は，20ｍ間隔に撮影すること。 

② 仮設道路築造工，ガス管･給排水管の切廻し工事，附帯工事等その他は，工事に応じた

撮影を行うこと｡ 

(３) 埋設管布設状況 

① 標準間隔 50m 毎に，一枚の写真で掘削幅，土被り，土留工の状況が確認できるように

撮影すること。 

② 他の埋設物と接近する場所，伏越部，空気弁据付箇所その他は，詳細が確認できるよう

撮影すること。 

(４) 築造物施工状況 

① 異形管防護，空気弁室，排水桝，弁筺据付等は，基礎工，躯体工に分けて，形状，寸法

が確認できるように撮影すること。 

(５) 埋戻し工及び締固め工の状況  

① 埋戻し工及び締固め工は，施工状況の各段階(管の天端，管の天端から仕上がり厚毎)で，

標準間隔 50m 毎に撮影すること。ただし、口径 600 ㎜以上は、管の中腹でも撮影するこ

と。 

② 複数の埋戻し材を使用する場合は，各層の変わり目に合わせた締固め工の写真を，撮影

すること。 

(６) 路面復旧状況 

① 合材の現場温度，敷均し温度，転圧後の温度，ローラー転圧状況，骨材及び舗装の転圧

後の厚さ･幅について，標準間隔 50ｍ毎に撮影すること。 

(７) その他監督職員の指示する工種･工程について撮影すること。 

(８) 各撮影箇所は，あらかじめ布設平面図に測点№を決めておき，平面図と写真が一致するよ

う撮影し，整理すること。 
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２ 鋳鉄管製作接合工事 

(１) 鋳鉄管据付･接合状況等 

① 挿し口及び受け口の清掃，滑材塗布を撮影すること。 

② 直管の接合の直線度，異形管使用状況等を撮影すること。 

③ 管布設（土木）工事に合わせ，標準間隔５０m 毎に撮影すること。 

(２) 鉄管管切断面の状況，切管寸法等を確認できるよう撮影すること。 

(３) 空気弁，消火栓，弁等の据付状況は，接合後，全箇所について撮影すること。 

(４) 水圧試験状況は，1 箇所 1 枚とし，圧力ゲージが判読できるよう撮影すること。 

(５) その他監督職員の指示する工種･箇所について撮影すること。 

３ 鋼管製作接合工事 

(１) 写真から出来ばえが判断できるように，クローズアップ撮影を主体とすること。 

(２) 溶接後のシーム及び塗装前の鋼面仕上げ状態 

① 口径 700 ㎜以上は内外面とも、口径 700 ㎜未満は外面のみとすること。 

② 鋼面は，スラグ，スパッタ，ビード等の除去後，鋼灰色になっている状況を撮影すること。 

(３) 現場塗覆装の状況 

① 塗覆装による場合 

イ プライマーの塗装状況 

ロ 外面第 1 回塗覆装材を巻きつけた状況 

ハ 外面第 2 回塗装後，所定の厚さがある状況 

ニ 口径 700 ㎜以上の管の内面塗装状況 

② ジョイントコートによる場合 

イ シーリング材装着状況 

ロ ジョイントコート取付け状況（重ね代が判ること） 

ハ 加熱収縮又は保護シート取付け状況 

ニ 施工完了後の状況 

(４) 前記(1)～（3）の標準的な撮影箇所数は，下表のとおりとする。 

工事全体の溶接，塗覆装箇所数 写真撮影箇所 

３０箇所未満 ３～５箇所に１箇所 
３０箇所以上６０箇所未満 ５～１０箇所に１箇所 
６０箇所以上 １０箇所に１箇所 

 

(５) 電食防止ターミナル接続箱の設置状況 

① 接続箱の基礎施工状態及び接続箱，縁石と路面の状況について撮影すること。 

(６) その他，監督職員の指示にする工種･工程について撮影すること。 

４ 給水管切替工事 

(１) 配水管新設，更新工事に伴う給水管切替工の撮影箇所は，原則として，工事完成後の確認

ができないため，起点から終点を撮影すること。ただし，土工事の施工状況は，原則として

10 箇に 1 箇所撮影すること。 
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５ 水処理施設並びに附帯工事 

監督職員の指示した箇所について，次の項目を撮影すること。 

(１) 着手前の現場状況として，建設現場の全景及び丁張りの状況を撮影すること。 

(２) 土留矢板，ウェルポイント，その他法防護工等の状況を入れて，床掘りの状況を撮影する

こと。 

(３) 基礎杭工は，杭の口径，長さ，杭打ち状況及び本数等を確認出来るよう，打込み後の全景

について撮影すること。 

(４) 栗石基礎工及び捨てコンクリートは，幅，長さ，厚さが確認出来るよう標尺等を当てて撮

影すること。 

(５) 鉄筋工における配筋状況は，各配筋に符号を付け，鉄筋の径，ピッチを黒板に記載し，標

尺をあてて撮影すること。鉄筋の被り状況は，型枠を組み立てる際，その部分を代表する箇

所で撮影すること｡ 

(６) 型枠工は，壁，頂版等の厚さを，明示するための標尺を当てて写すものとし，型枠の組立

てを確認する意味での支保状況を撮影すること。 

(７) コンクリート工は，打込状況，供試体の採取状況，供試体番号毎に強度試験の状況を撮影

すること。 

(８) 型枠取外し後のコンクリート躯体につながる管･弁類の撮影は，管布設工事及び製作･接合

工事に準じること。 

６ 電気，機械，計装設備工事 

監督職員の指示した箇所について，次の項目を撮影すること。 

(１) 着手前の状況及び完成時の状況 

(２) 機器の製作状況 

(３) 機器の基礎施工状況 

(４) 機器の搬入･据付状況 

(５) 機器の分解･組立状況 

(６) 絶縁抵抗及び接地抵抗測定中の状況 

(７) 接地極埋設時，又は既設接地線と接続の状況 

(８) 各機器の動作試験中の状況 

(９) ケーブル及び配管の地中埋設等の状況確認が難いものの布設状況 

(10) その他，各種試験実施状況  



１６．道路掘削工事現場における標示施設等の設置基準

１．道路掘削工事の標示

２．夜間作業，又は昼夜兼行作業の標示

３．防護施設等の設置

工事着手前に設置するものとする｡

(2) 歩道、又は路側帯を工事する場合は、歩行者用通路を設置するとともに、柵等で囲い、かつ、

(1) 夜間工事現場の周囲に設置したバリケードの間に、保安灯（黄色注意灯）を2メートル程度

(2) 夜間工事現場の交通流に対面する部分には、それぞれ２個以上の保安灯(黄色回転)を設置する

(1) 道路掘削工事を行う場合は、必要な標示施設を「道路工事保安施設設置基準」により

の間隔に設置するものとする。

ものとする｡

(3)　夜間工事現場においては、安全を確保するため、適切な明るさの照明を行うものとする。

５．迂回路の標示

ものとする｡

４．開口部の保安及び標示施設

(参考(2)(3)(4)を参照)

案内標示板を設置するものとする｡(歩行者用通路の確保要領参照)

(1)　工事現場の周囲は、バリケードで確実に囲うものとし、その設置間隔は、1ｍ以内に設置する

　道路工事による、歩行者及び車両等の安全かつ円滑な通行を確保するため、標準仕様書に基づ

き、道路掘削工事現場の適切な保安及び標示施設等の設置基準を下記のとおり定めるものとする｡

(2)工事施工区間の起点及び終点には、別表様式－１に示す標示板を設置するものとする｡

(3)　車両等の進入を防ぐ必要のある工事箇所には、両面にバリケードを設置し、交通に対する危険の
程度に応じて、赤ランプ又は標柱等を用いて工事現場を囲むものとする｡

(1)　開口部は、その場に現場従事者がいて、作業中のほかは、閉鎖しておかなければならない｡閉鎖が
困難な場合は、周囲に堅固な柵を施し危険防止のため、万全の処置を講じるものとする｡

(1)　水道工事のため迂回路を設ける場合は、当該迂回路を必要とする時間中、迂回路の入口に別紙様
式－3に示す標示板を設置し、迂回路の途中の各交差点（迷い込むおそれのない小分岐を除く｡）におい
て、参考（２）及び参考（３）に示すように道路標識「まわり道」を設置するものとする。（参考
(2)(3)(4)を参照）

(参考－(1)参照)
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(1)　保安灯は、規格以上の光度を有するものを使用し、常に点検して点灯させておくものとする｡

(2)　保安資器材は予備を準備し，破損した場合は直ちに補充するものとする｡

(1) 保安柵は、幅0．8ｍ、長さ1．0ｍ以下、上部の横板の幅は0．15ｍとし、支柱の部分は黒色と

(2) 保安灯は、黄色注意灯と点滅式(回転式)注意灯の二種類とし、発光部の高さは1.0～1.3ｍ及

(ﾛ) 管内作業は､火気･漏電･換気･照明等に注意を払い､特に危険箇所（管の屈曲部､バルブ設置

部等）については､事故防止対策を十分行い､施工しなければならない｡

６．規　格

び1.8ｍ程度とし、その光度は、夜間注意灯にあっては150ｍ、点滅式黄色注意灯にあっては、

200ｍ前方から点灯していることを確認できるものとする｡

(3)　標示板及び防護施設は堅固な構造とし、所定の位置に整然と設置するものとする｡また、施設

(4)　その他(危険防止対策)

は常に修繕･塗装･清掃等を行っておくものとする｡

(ｲ) 施工に先立ち、関係法令を十分遵守し、安全対策を図るとともに、特に労働安全衛生法

(3)　その他の保安施設は、「保安施設標準様式図集」によるものとする｡

７．管　理

反射性のある黄色の塗料により斜縞に塗色するものとする｡

第 20条～第25条を厳守しなければならない｡
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1
4
0
c
m

110cm

山武郡市広域水道企業団

（電話）　××××-××-××××

（別　表）

様式１

様式２

電話　○○○○-○○-○○○○

110cm

1
4
0
c
m

発注者 山武郡市広域水道企業団

電話　○○○○-○○-○○○○

施工者 ○○○○建設株式会社

○ ○ ○ ○ ○ ○ を

な お し て い ま す

 令和○年○月○日まで
 時　間　帯　21:00～6:00

ご 迷 惑 を おか けし ます

水 道 工 事
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(1) 色彩は、矢印を赤色、その他の文字及び記号は青色、地を白色とする。

(2)　ふちの余白は２㎝、縁線の太さは１cmとする。

(2)　縁の余白は２㎝、縁線の太さは１cm、区画の太さは０.５ｃｍとする。

２　様式２

緊急で水道管の水漏れを直しています

水道管の修理を行っています

水道管の移設を行っています

埋設物の調査を行っています

水道管の点検・修理を行っています

別表参考

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「配水管布設替工事」等の工事種別について

水 道 管 の 埋 設 跡 の 復 旧 を 行 っ て い ま す

１　様式１

は青地に白抜き文字とし、「○○○○をなおしています」等の工事内容、工事期間については青色文
字、その他の文字及び線は黒色、地を白色にする。
「○○○○をなおしています」の参考例（平成 18年 11月 27日付
け 水 給 号 外 「 工 事 看 板 表 示 内 容 補 足 資 料 1 」 参 照
「○○○○をなおしています」の参考例（平成 18年 11月 27日付け水給号外「工事看板表示内容
補足資料 1」参照

水道管の【新設・取替・撤去】を行っています
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（進行方向に対する標識の設置例を示す）

参考（１） 車線の一部が工事中の場合の表示例

参考（２） 工事中迂回路の表示例（市街部の場合）
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参考（３） 工事中迂回路の表示例（地方部の場合）

（進行方向に対する標識の設置例を示す）

参考（４） 設 置 方 法 の 一 例
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１　工事情報看板の設置について（参考）

　予定されている道路管理者の行う道路工事(以下「道路工事」という。）に関する工事

情報を提供するため、道路工事を開始する約１週間前から道路工事を開始するまでの間、

工事内容、工事期間等を表示する工事情報看板を、道路工事が予定されている現場付近に

ドライバーから看板内容が見えないように設置するものとする。

　ただし、短期間に完了する軽易な工事等については、この限りでない。

　なお、表示板の設置にあたっては、様式１及び図１を参考とするものとする。

２　工事説明看板の設置について（参考）

　実施されている道路工事に関する工事情報を提供するため、道路工事開始から道路工事

終了までの間、工事内容、工事期間等を表示する工事説明看板を、道路工事現場付近にド

ライバーから看板内容が見えないように設置するものとする。

　ただし、短期間に完了する軽易な工事等については、この限りでない。

　なお、表示板の設置にあたっては、様式２及び図１を参考とするものとする。

３　占用工事に係る取扱について

　上記提言における「道路工事」の中には、占用工事が含まれるものであることを踏まえ

占用工事に係る工事情報の提供にあたっては、記１、２の取扱いに準じて行うよう、地方

連絡協議会等の場において、関係公益事業者に協力を依頼するものとする。

　なお、表示板の設置にあたっては、様式３、様式４を参考にするものとする。

　また、この場合、当該看板については、占用物件の設置等の工事のための一時占用とし

て取り扱い、別個の占用としては取り扱わないものとする。

道路工事現場における工事情報看板及び工事説明看板の設置について

254



（様式１参考）工事情報看板 （様式２参考）工事説明看板
（道路補修工事）

（様式３参考）工事情報看板 （様式４参考）工事説明看板

（様式備考）

（1）色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文については青字に白抜き文字、「○○○○を
なおしています」等の工事内容については青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とす
る。

（2）工事情報看板及び工事説明看板の下部に、当該工事に関する番号や問い合わせ先等を掲示す
ることができる。

（占用工事）

（道路補修工事）

（占用工事）
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― 同　　　上迂回路表示

　歩行者通路確保

　開口部がある場合

　開口部がある場合

Ｆ　型 ― 同　　　上

Ｅ　型 ― 同　　　上

　１車線通行止

Ｄ　型 歩　　　道 ― 同　　　上

Ｃ　型 片側全車線 ４車線以上 同　　　上

Ｂ　型 片側全車線 ４車線未満 同　　　上

Ａ　型 片側全車線 ４車線以上 昼夜間作業

１７．道路工事保安施設設置基準

保安施設設置標準図一覧表

呼　称

適用条件

（例示のない場合は、適用条件類似のものに準じて処理すること。）

作業箇所 車道幅員 昼夜別 適　　　用
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○規制標識（３１１－Ｆ） ③ ○

警戒標識 ② ○

標示板（工事予告） ① ○

カラーコーン ○ ○ ○ ○

○

交通誘導ロボット ○

体感マット

クッションドラム ○

交通整理員 ○

保安要員 ○

矢印板 ○

バリケード ○ ○

歩道柵   ● ● ○ ○

○

保安灯 ■ ○ ○

工事用照明灯 〇

保安施設等の設置目的

施設 記号
交　通
の誘導

立入防止
場 所 の
明示予告

交通指導 その他
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迂回路表示板 ― ○

○

工事予告看板 ⑱ ○

工事説明看板 ⑰

工事情報看板 ⑯ ○

段差標示版 ⑮ ○

段差予告板 ⑭ ○

信号機 ⑬ ○

停止線標識 ⑫ ○

歩行者案内看板 ⑪ ○

　〃 ⑩ ○ ○

警戒標識 ⑨ ○ ○

○

標示板（工事中内部照明型） ⑧ ○

標示板（工事中看板） ⑤

その他

規制標識速度落とせ看板 ④ ○

施設 記号
交　通
の誘導

立入防止
場 所 の
明示予告

交通指導

保安施設等の設置目的
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発注者

山武郡市広域水道企業団

発注者

山武郡市広域水道企業団
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１８．受注者提出書類 
 

(1) 受注者は，指定の期日までに企業団の定める様式により，下記の提出書類を提出しな

ければならない。ただし，監督職員が特に必要と認めた書類は，別に提出させることがで

きる｡ 

(2) 提出した書類に変更が生じたときは，直ちに変更に係る図書を提出しなければならな

い。 

(3) 工事関係書類は，監督職員から請求があった場合，速やかに提出できるよう，常に整

備しておかなければならない｡ 

主な提出書類一覧表 

 名 称 提 出 期 限 提 出 部 数 摘   要 

１ 着  工  届 契約後 7 日以内 １ 1･2･3･４を同時に提出す

る｡様式－１ 

２ 主任技術者等選任通

知 書 

〃 １ 山武郡市広域水道企業団

建設工事適正化指導要領

に定める書式による。 

３ 工 事 工 程 表 〃 １  

４ 保 安 施 設 図 〃 １  

５ 前 払 金 請 求 書 

必 要 の 都 度 

１ 千葉県作成の土木工事書

類作成マニュアルを参考

とする。  

６ 建設副産物処理承認

申 請 書 
工 事 着 手 前 ２  様式－２  

７ 工事カルテ受領書

（ 写 ） 

仕様書 1.2.23 に

よ る 。 

１    

8  施 工 計 画 書 契約後３０日以内

( 原 則 ) 

1 変更等のある場合は、監

督職員の指示による。 

9  建退共掛金収納書 〃  １  千葉県作成の土木工事書

類作成マニュアルを参考

とする。  

1 0 下請業者選定通知書 〃  ３  建設工事適正化指導要領

に定める様式による。 

1 1 施 工 体 制 台 帳 〃 １  建設工事適正化指導要領

に定める様式による。  
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1 2 施 工 体 系 図 〃  １  建設工事適正化指導要領

に定める様式による。  

1 3 工 期 延 期 承 認 願 必 要 の 都 度 ２  様式－３  

1 4 工 事 打 合 簿 〃  ２  様式－４  

1 5 確 認 ・ 立 会 願 〃 １  様式－５ 

1 6 材 料 確 認 願 そ の 都 度 １  様式―６ 

1 7 請負代金額の変更申

請書 

〃 ２  様式－７ 

1 8 工 事 事 故 報 告 書 〃 １ 千葉県作成の土木工事書

類作成マニュアルの様式

による。 

1 9 完成(出来形)届出書 工事完成時（出来

形検査は、検査予

定日の 15 日前） 

２  様式－８ 

2 0 工事目的物引渡申出

書 

〃  ２ 様式－９ 

2 1 請求書 〃 1  

2 2 工事完成図 〃  １  作成は、当企業団完成図

作成要領による。 

2 3 再生資源利用促進計

画書（実施書） 

〃  １  建設リサイクルガイドラ

イン様式による。 

2 4 再生資源利用計画書

（実施書） 

〃  １  建設リサイクルガイドラ

イン様式による。 

2 5 建設副産物処理調書 工 事 完 成 時 2 様式－１０ 

2 6 配管技能者承認願 工 事 着 手 日 1 様式―１１ 

[注]上記に定めのない様式については千葉県作成の土木工事書類作成マニュアルによるもの

とする。 
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１９．工事着工から完成検査までの確認事項 

 
（１） 着工前の確認事項 
  ァ 設計図書の内容チェック（数量，施工時間帯，復旧構成，施工条件の明

示等） 
  イ 着工時の提出書類 
  （ア）着工届 

（イ）主任技術者等選任通知書  一括提出 
  （ウ）工事工程表 
  （エ）保安施設図 
  （オ）施工計画書････請負金額２，０００万円以上の場合又は監督員の指示

があった場合（工事概要・実施工程表･施工方法･主要機械･主要資材･

施工管理･現場組織表･緊急時の体制・仮設備･交通管理･安全管理･環境

対策･その他） 
  （カ）配管技能者承認願 
  （キ）産業廃棄物処理計画書 
  （ク）材料確認願････管類 
  （ケ）材料承認願及び試験成績表（砕石･砂･Aｓ等） 
 ウ 着工前（現況）写真の撮影 
  （ア）工事箇所の全景がわかる写真を撮影し，近接して構築物（建物，擁壁，

壁等）がある場合は住民の立会いの下に撮影すること。 
 エ 沿線住民への通知及び協力依頼，予告板の設置等 
 オ 現場代理人の常駐及び緊急時の連絡体制 
 カ 道路占用，道路使用許可の確認（許可条件の厳守） 
 キ 保安施設の設置（案内板，工事看板，バリケード，保安灯，照明灯等） 
 ク 公共団体及び関連企業との協議 
  （ア）道路管理者との協議 
  （イ）警察署及び消防署との協議 
  （ウ）競合，近接工事との協議，地下埋設物の調査，現場立会い依頼等 
    （ガス，電気，電話，下水道工事等） 
（２）工事施工上の注意 
   施工にあたっては，事前に監督職員と十分協議を行うこと。また，工事内

容に変更等が生じた場合も同様とする。 
 ア 施工図の作成  

（ア）地下埋設物が輻輳している布設場所においては，十分な現場調査のう

え施工図を作成すること。 
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 イ 舗装切断工 
  （ア）切断巾に注意すること。 
 ウ 舗装版取り壊し工 
  （ア）振動や騒音で沿線住民に迷惑をかけないよう十分注意すること。 
 エ 土留工 

（ア） 設計図書に定められた材料を使用すること。 
 オ 鋼矢板打込み工 
  （ア）矢板打ち込み作業の際，周囲の歩行者や構築物，地下埋設物，架空線

等に注意すること。 
  （イ）振動等により家屋等に被害が予想される場合は，住民等の了解を得て

事前調査（写真撮影等）を行うこと。 
 カ 掘削工 
  （ア）歩行者や通行車両に注意すること。 
  （イ）掘削巾，床付巾，掘削深さに注意すること。 
  （ウ）他企業の地下埋設物に注意すること。 
 キ 管布設工事について 
  （ア）管布設に必要な機材を揃えること。 
  （イ）配管作業は，企業団の承認を受けた配管技能者が行うこと。 
  （ウ）占用位置及び土被りを間違わないよう十分注意すること。 

（エ）管材の運搬及び吊り降ろしの際，管口等破損しないよう十分注意する

こと。 
  （オ）管の接合については，管内に土砂等を入れないよう十分注意するとと

もに，接合部を常に清掃して行うこと（ゴムキャップ等の使用）。 
    また、接合方法については、標準仕様書及び当該管種の接合要領書 

等に基づきチェックシートを用いて施工すること。 
（ク）他企業の埋設物と近接する場合は，30cm 以上の離れをとること。 
（ケ）占用位置の変更が必要な場合は，必ず監督職員に連絡し道路管理者等

と協議すること。  
  （コ）明示テープ及びポリエチレンスリーブ被覆工を行う場合は，標準仕様

書に基づき施工すること。 
 ク 埋戻し工および転圧工 
  （ア）埋め戻しの材料は，良質のものとし，監督員の検査を受けること。 
  （イ）締固めは，管天端までは，一層の仕上がり厚が１５cm 毎の人力締固め

とする。（管の下端や側面に埋め戻し材料が十分行き渡るよう注意する）。 
  （ウ）管天端以上（路床面まで）は，一層の仕上がり厚が２０cm 毎に転圧機

械による締固めとする。 
 ケ 路面復旧について   
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  （ア）布設後は，沿線住民から苦情等のないように，必ず仮復旧を施すこと。 
  （イ）復旧構成や復旧巾に十分注意すること。 

（ウ） 使用材料の品質管理を十分行い，必要に応じて各種の試験を実施する

こと。（路盤の現場密度試験，Aｓ舗設の温度管理，コアの採取，抽出

試験等） 
（3） 工事写真の撮影について 
 ア 測点番号を定めて同一方向から撮影すること。（原則として，工事始点から

終点方向） 
 イ 必ず黒板に測点番号，工事番号，工種，略図を記入すること。 
 ウ 着工前，保安施設の設置，舗装版切断及び取壊し，掘削巾，占用位置，土

被り，土留工，埋戻し転圧，下層路盤工，上層路盤工，仮復旧工，本復旧工，

仕切弁，消火栓等の施工（設置）状況をもれなく撮影すること。 
   また，異形管，離脱防止金具，特殊押輪，ポリエチレンスリーブ，不 

断水及び断水連絡箇所，産業廃棄物処理状況，交通整理員の誘導状況写真（設

計書に計上されている場合）も撮影すること。 
（４） 完成時の確認事項及び提出書類について 

完成期限の 2 週間前に提出 
 ア 布設工事完了後直ちに各口径別に布設延長の実測，区間距離の確認管路の

マーキング等を行い監督職員のチェックを受けること。 
 イ 給水管切替箇所の確認 
 ウ 仕切弁，消火栓室の清掃 
 エ 仕切弁，消火栓，分水栓等のオフセットの実測。 
 オ 路面復旧面積の実測及び求積図の作成。 
 カ 完成図の作成及び提出（工事完成期限の 2 週間前） 
 キ 工事写真の提出 
 ク 使用材料の数量表 
 ケ 数量計算書の提出 
 コ 産業廃棄物の処理伝票 



 

 292

２０．ポリピグ洗浄方法に関する仕様書 

平成22 年2 月12日 

 

受注者は、口径１５０ｍｍ以上の配水管工事を施工する場合、設計図書に基づき 

ポリピグ洗浄工を行なわなければならない｡ 

なお、ポリピグ洗浄の方法は下記によるが、これによりがたい場合は、監督職員と 

協議し指示を得ること｡ 

 

ポリピグの挿入場所及び洗浄方法 

例１ 支管のない場合 

 

 

 

 

 

 

１ バルブを序々に開け、ポリピグ背圧が０．１ＭＰ 前後になればピグは前進する。 

２ 排水は排水口よりポンプにて汲み出す。 

３ 必要に応じて排水口に矢板等の土留めを行う。 

３ 100ｍ を10分程度でポリピグが移動するようにバルブ操作を行う。 

 

例２ 支管のある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ バルブ(2)、(4)、(6)を閉め、(3)、(5)、(7)を開ける。 

２ バルブ(1)を序々に開けピグ①を前進させ、本線の洗浄を完了させる。 

３ バルブ(3)を閉め、(1)を開け、(2)を序々に開けてポリピグ②を前進させる。 
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４ バルブ(2)、(5)を閉め、(3)を開け(4)を序々に開けてポリピグ③を前進させる。 

５ 以下同様手順で行い全線を完了させる。 

 

例３ 途中で口径が異なる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ この場合には必ず小口径より大口径に向ってポリピグが進行するようにしなけれ 

ばならない。 

２ ポリピグはそれぞれの口径に必要である。 

３ 方法は例１、例２に準ずる。 

 

 
 


